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○ 誘導結合プラズマ質量分析装置に関する落札者等の公示(入札課) 

○ 平成26年10月から12月までにおける政府調達に関する苦情の受付及び処理の状況(入札審査
課) 

○ 鴻巣都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧(みどり自然課) 

○ 管理理容師資格認定講習会の指定(生活衛生課) 

○ 管理美容師資格認定講習会の指定(生活衛生課) 

○ 営業所の所在地が確知できない建設業者の公告(建設管理課) 

○ 測量法に基づく公共測量の終了(用地課) 

○ 埼玉県議会本会議等のテレビ放送業務委託に関する契約の相手方等の公示(政策調査課) 
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○ 県道葛和田新堀線の供用の開始(熊谷県土整備事務所) 

○ 開発行為に関する工事の完了公告(川越建築安全センター) 

○ 開発行為に関する工事の完了公告(川越建築安全センター) 

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター) 

○ 県立病院料金収納事務の委託(経営管理課) 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集(教委・総務課) 

○ 選挙人名簿登録者数の50分の１の数等(選挙管理委員会) 
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規 
 

則 

 
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         

埼
玉
県
規
則
第
一
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
十
号



１ 購入等件名及び数量 

  誘導結合プラズマ質量分析装置 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県農林総合研究センター 埼玉県熊谷市須賀広784番地 

３ 落札者を決定した日 

  平成26年11月11日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目12番34号 

５ 落札金額 

  16,524,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成26年９月12日  



告 
 

示 
  

平
成
二
十
六
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
お
け
る
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
件
数 

な
し 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
二
号



告 
 

示 

  
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 

    

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

    

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

イ 

平
成
二
十
七
年
六
月
十
五
日
か
ら
六
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

 

ロ 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
九
日
か
ら
十
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
土
手
町
一
丁
目
二
番
地 

 
 

 

Ｊ
Ａ
共
済
埼
玉
ビ
ル 

 

ハ 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
十
一
月
十
六
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
八
千
円         

       

埼
玉
県
告
示
第
三
十
三
号



告 
 

示 

  
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 

    

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

    

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 

イ 

平
成
二
十
七
年
六
月
十
五
日
か
ら
六
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

ロ 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
九
日
か
ら
十
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
土
手
町
一
丁
目
二
番
地 

 
 

Ｊ
Ａ
共
済
埼
玉
ビ
ル 

ハ 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
十
一
月
十
六
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
八
千
円     

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
四
号



告 
 

示 

  
次
に
掲
げ
る
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

有
限
会
社
伊
藤
組 

株
式
会
社
た
か
は
し 

株
式
会
社
エ
イ
ド 

 

株
式
会
社
ヨ
シ
マ
サ
・

ビ
ル
ダ
ー
ズ 

岡
田
工
業
株
式
会
社 

安
田
工
務
店 

 

有
限
会
社
升
形
建
設 

株
式
会
社
フ
レ
ッ
ク
ス 

廣
澤
土
建
株
式
会
社 

大
同
軽
鉄
工
業
株
式
会

社 有
限
会
社
杉
建
設 

株
式
会
社
小
野
土
木 

株
式
会
社
エ
イ
コ
ー
コ

ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

商
号
又
は
名
称 

伊
藤 

義
行 

 

髙
橋 

信
雄 

 

赤
木 

貞
雄 

 

吉
田 

正
直 

 

岡
田 

澄
夫 

安
田 

陸
郎 

 

高
橋 

利
男 

 

猪
鼻 

元
一 

 

廣
澤 

塙
夫 

冨
浦 

建
一 

杉
山 

繁
巳 

小
野 

千
代
惠 

山
崎 
康
男 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
一
九
五
四

番
地 

埼
玉
県
坂
戸
市
山
田
町
一
一
番
一
八
号 

 

埼
玉
県
川
口
市
東
領
家
四
丁
目
二
番
二
号 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
安
行
領
家
一
〇
四
三
番

地
の
五 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
玉
井
一
九
七
三
番
地
九
六 

埼
玉
県
川
越
市
藤
間
一
六
一
番
地 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
鯨
井
一
三
七
八
番
地
一 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
下
赤
坂
一
八
〇
二
番
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
内
谷
三
丁
目
一
四

番
一
七
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
白
鍬
一
五
二
番
地

八 埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四
丁
目

三
二
番
地
三
ス
カ
イ
パ
レ
ス
東
大
宮
一
一
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
南
中
野
四
五
二

番
地
三
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
清
河
寺
五
○
一
番

地
一 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
五
号



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

株
式
会
社
佐
藤
工
芸 

高
橋
創
建
株
式
会
社 

有
限
会
社
安
東
建
設 

 

株
式
会
社
本
澤
建
設 

株
式
会
社
天
雄
建
設 

有
限
会
社
芳
美
舎 

 

有
限
会
社
阿
部
鉄
工
所 

有
限
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｋ 

第
一
綜
合
機
材
株
式
会

社 有
限
会
社
湯
本
組 

有
限
会
社
児
矢
野
石
材 

有
限
会
社
紫
藤
設
備
工

業 有
限
会
社
梅
津
ダ
ク
ト 

商
号
又
は
名
称 

佐
藤 

克
彦 

 

杉
山 

信
好 

 

安
東 

二
男 

 

 

本
澤 

準
平 

 

黒
沢 

孝
男 

岡
野 

孝
二 

 

阿
部 

昭
男 

 

関
口 

利
明 

 

高
橋 

正
之 

湯
本 

春
美 

児
矢
野 

歩 

紫
藤 
勝
廣 

梅
津 

一
雄 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
朝
霞
市
本
町
一
丁
目
二
九
番
四
四
号 

 

埼
玉
県
朝
霞
市
仲
町
一
丁
目
八
番
一
七
号 

 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
原
市
一
四
二
五
番
地
の

七
一 

埼
玉
県
上
尾
市
瓦
葺
一
一
六
一
番
地
の
一 

 

埼
玉
県
秩
父
市
荒
川
久
那
三
八
一
六
番
地
六 

埼
玉
県
川
口
市
北
原
台
一
丁
目
一
一
番
三
四 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
里
五
八
九
番
地
一 

 

埼
玉
県
川
口
市
戸
塚
東
一
丁
目
六
番
一
号
東

川
口
ガ
ー
デ
ン
プ
ラ
ザ
弐
番
館
一
〇
三
号 

埼
玉
県
川
口
市
領
家
一
丁
目
一
四
番
一
四
号 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
砂
新
田
三
七
三
番
地
二

一 埼
玉
県
川
越
市
大
字
南
田
島
八
〇
一
番
地
二 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
下
広
谷
一
九
七
番
地 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
清
地
六
丁
目
二
五

番
二
七
号 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
中
台
組 

有
限
会
社
猪
鼻
建
興 

有
限
会
社
ス
ク
ワ
ー
レ

ル 株
式
会
社
Ｒ
Ｃ
・
Ｓ
Ｏ

Ｒ
Ａ
Ｍ
Ａ 

有
限
会
社
清
水
圧
送 

商
号
又
は
名
称 

新
井 

幸
雄 

猪
鼻 

誠
一 

溝
口 

勝
吾 

杉
﨑 
勝
廣 

清
水 

正
巳 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
原
一
番
地
二

九 埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
角
泉
一
四
八
番

地
三 

埼
玉
県
幸
手
市
東
三
丁
目
一
一
番
二
一
号 

埼
玉
県
北
本
市
中
丸
七
丁
目
一
五
三
番
地 

埼
玉
県
朝
霞
市
幸
町
一
丁
目
一
番
二
三
号 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
九
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量（
三
級
基
準
点
測
量
）

は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
神
川
町
か
ら
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
六
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

              

埼
玉
県
告
示
第
三
十
七
号



１ 購入等件名及び数量  

  埼玉県議会本会議等のテレビ放送業務委託 １番組 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県議会事務局政策調査課広報担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号  

３ 随意契約の相手方を決定した日  

平成26年11月20日  

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所  

  株式会社テレビ埼玉 埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目36番４号  

５ 契約金額  

63,390,600円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

随意契約  

７ 随意契約とした理由  

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

福 

島 

浩 

之 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

熊
谷
小
川
秩
父
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

秩
父
市
定
峰
字
長
畑
ケ
一
〇
九
七

番
一
地
先
か
ら
同
市
定
峰
字
雁
胯

五
一
〇
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 
 
 

 

六
・
四
〇
～ 

 
 

 

五
〇
・
二
〇 

 

 
 
 

 

六
・
四
〇
～ 

 
 

 

一
四
・
八
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

九
二
・
〇
〇 

   
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
災
害
防
除
工
事

（
定
峰
一
工
区
） 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

福 

島 

浩 

之 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

三
沢
坂
本
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

秩
父
郡
皆
野
町
大
字
三
沢
字
柳
沢

四
四
七
一
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同

町
大
字
三
沢
字
柳
沢
四
四
七
一
番

一
地
先
ま
で 区 

 
 

 

間 

 
 
 

 

九
・
六
〇
～ 

 
 

 

一
三
・
五
〇 

 

 
 
 

 

六
・
七
〇
～ 

 
 

 

九
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

五
六
・
二
〇 

   
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
災
害
防
除
工
事

（
三
沢
一
工
区
） 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

福 

島 

浩 

之 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

三
沢
坂
本
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

秩
父
郡
皆
野
町
大
字
三
沢
字
茱
萸

ノ
木
四
三
八
五
番
一
地
先
か
ら
同

郡
同
町
大
字
三
沢
字
茱
萸
ノ
木
四

三
八
三
番
七
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 
 
 

 

一
一
・
二
〇
～ 

 
 

 

二
三
・
二
〇 

 

 
 
 

 

八
・
四
〇
～ 

 
 

 

一
一
・
二
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

五
八
・
〇
〇 

   
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
災
害
防
除
工
事

（
三
沢
二
工
区
） 

 

備  

 

 

考  



















告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
六
二
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
三
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
南
吉
見
字
日
向
山
二
千
番
六
十
四
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
東
弁
財
三
丁
目
四
番
十
八
号 

ポ
レ
ー
ル
三
〇
五
号
室 

 
 

川
野 

朋
奈 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
〇
〇
五
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
一
三
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
田
甲
字
前
山
千
二
百
一
番
二
十
六
、
千
二
百
一
番
二
十
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
山
田
二
千
二
十
番
地
二 

エ
レ
ガ
ン
テ
ア
ル
バ
二
〇
三
号
室 

 
 

葛
叶
南
、
楊
姿 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
六
〇
〇
二
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
八
日 

 
 

越
建
セ
第
四
一
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
清
地
字
笊
内
東
千
九
十
二
番
一
、
千
九
十
二
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
緑
町
六
―
四
―
二
九 

 
 

山
西 

勇
人 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
一
号 

 

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
料
金
の
収
納
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

者
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

    

埼
玉
県
立
小
児

医
療
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
が
ん

セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地 

株
式
会
社 

ニ
チ
イ
学
館 

代
表
取
締
役 

齊
藤 

正
俊 

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地 

株
式
会
社 

ニ
チ
イ
学
館 

代
表
取
締
役 

齊
藤 

正
俊 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

平
成
二
十
七
年
一
月

一
日
か
ら
平
成
二
十

八
年
九
月
三
十
日
ま

で 平
成
二
十
七
年
一
月

一
日
か
ら
平
成
二
十

九
年
九
月
三
十
日
ま

で 委
託
期
間 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
一
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

    



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一

項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
一
八
、
三
六
四
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
三
九
、
七
七
〇
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
五
、
六
四
九
人 

 

南
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
四
、
〇
五
一
人 

 

南
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
四
六
三
人 

 

南
第
四
区 
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